
65
歳
以
上
で
介
護
保
険
料

を
２
年
以
上
滞
納
し
て
い
る
市

民
の
人
数
は
。

介
護
高
齢
課
長　
62
人
。

介
護
保
険
料
滞
納
に
対
し

財
産
の
差
押
さ
え
を
し
て
い
る

か
。

差
押
え
処
分
は
行
っ
て
い

な
い
。介

護
保
険
料
の
滞
納
が
２

年
以
上
の
市
民
に
と
る
措
置
と

は
。

未
納
期
間
に
応
じ
て
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担

の
割
合
を
１
割
、
２
割
の
人
は

３
割
に
、
３
割
の
人
は
４
割
に

引
き
上
げ
た
り
、
サ
ー
ビ
ス
費

等
の
支
給
が
受
け
ら
れ
な
く
な

る
措
置
を
行
う
。

そ
の
措
置
を
受
け
入
れ
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い

る
市
民
は
何
人
い
る
か
。

自
己
負
担
割
合
の
引
き
上

げ
を
行
っ
て
い
る
被
保
険
者
は

４
人
。
そ
の
う
ち
２
人
が
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
。

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い

な
い
第
１
段
階
の
市
民
は
何
人

で
、
そ
の
合
計
の
年
間
介
護
保

険
料
の
額
は
い
く
ら
か
。

１
１
４
６
人
で
、
年
間
保

険
料
合
計
は
２
０
７
４
万
２
６

０
０
円
。

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い

な
い
第
１
段
階
の
市
民
の
年
間

介
護
保
険
料
額
を
免
除
す
る
考

え
は
。低

所
得
者
保
険
料
の
軽
減

措
置
を
行
っ
た
上
で
の
保
険
料

額
な
の
で
、
考
え
て
い
な
い
。

令
和
４
年
年
度
末
の
介
護

保
険
支
払
準
備
基
金
の
額
は
。

介
護
高
齢
課
長　

２
億
６

４
２
６
万
４
７
６
９
円
。

第
８
期
期
間
に
取
り
崩
す

と
答
弁
が
あ
っ
た
、
１
億
７
０

０
万
円
の
金
額
の
根
拠
は
。

令
和
２
年
度
当
時
の
介
護

保
険
特
別
会
計
の
収
支
及
び
、

介
護
保
険
支
払
準
備
基
金
の
残

高
を
考
慮
し
、
取
り
崩
し
可
能

な
額
を
算
定
し
た
。

来
年
の
春
か
ら
始
ま
る
第

９
期
の
保
険
料
は
概
算
で
出
る

か
。

現
時
点
で
は
出
な
い
。

介
護
保
険
支
払
準
備
基
金

を
１
億
円
程
度
は
残
す
、
と
い

う
市
独
自
の
決
め
事
が
あ
る
の

か
。

取
り
決
め
は
な
い
。

い
ざ
と
い
う
時
、
財
政
安

定
化
基
金
か
ら
貸
付
け
を
受
け

る
こ
と
に
つ
い
て
見
解
は
。

出
来
る
だ
け
利
用
し
な
い

よ
う
に
介
護
保
険
料
を
算
定
す

る
。

介
護
保
険
支
払
準
備
基
金

を
３
年
一
区
切
り
の
原
則
で
ほ

ぼ
使
い
切
り
、
12
段
階
を
増
や

し
、
所
得
基
準
を
上
げ
、
来

期
、
第
９
期
か
ら
の
介
護
保
険

料
を
値
下
げ
す
る
考
え
は
。

市
長　

介
護
保
険
支
払
い

準
備
基
金
の
状
況
を
踏
ま
え
、

保
険
料
の
所
得
段
階
の
細
分
化

も
視
野
に
入
れ
、
第
９
期
介
護

保
険
事
業
計
画
等
策
定
委
員
会

に
諮
り
な
が
ら
算
定
を
行
っ
て

い
く
。
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問
答 介
護
保
険
第
１
段
階
の
保
険
料
免
除
を

軽
減
措
置
は
行
っ
て
い
る

問
答

来期からの介護
保険料値下げを

算定を
しっかり行う

令
和
4
年
度
決
算

９
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し

議
案
等
の
賛
否
状
況
一
覧

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

行
政
視
察
受
入
報
告・委
員
会
視
察

一
般
質
問

お
し
ら
せ
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